
令和５年４月１日以後開始事業年度等分 

 内国法人（グループ通算制度適用）用 

 

【№42】通算グループ内のいずれかの法人が次の⑴又は⑵の制度の適用を受け

る場合、４欄、８欄又は13欄のいずれかが「該当」となっていますか。 

⑴ 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除（別表六(九)、同付表） 

⑵ 特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除（別表六(十四)、同付表二） 

【№４】当事業年度

に適用される別表を

使用していますか。 


